
市役所の組織を一部変更します 

 
令和５年４月 1日から、組織構成及び課名を変更し、いなべ市の組織は 15部

局 50課室になります。 
 

１ 福祉部 

 

社会福祉課 
 生活支援課 

 障がい福祉課 

 

  生活支援課では、生活困窮者支援、生活保護などに関する業務を行います。 

  障がい福祉課では、障がい福祉サービスに関する業務を行います。 

 

 

２ 健康こども部 

 

児童福祉課  こども手当課 

 

健康推進課  母子保健課 

新型コロナワクチン接種課  健康推進課 

 

  児童福祉課をこども手当課に名称変更します。 

  母子保健課では、妊娠から小学校就学までの子育て支援業務を行います。 

  健康推進課では、新型コロナワクチン接種や健康増進などに関する業務を

行います。 

 

 

３ 農林商工部 

 

農林課 
 農業振興課 

 農林整備課 

 

  農業振興課では、農業の担い手育成などに関する業務を行います。 

  農林整備課では、農業用施設や林道の整備などに関する業務を行います。 

 


